
① 　引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込み ① 　お客様からの申し出にもとづく預金通帳ま

による払出し、口座振替その他の事由により たは証書の発行、記帳（記帳がなかった場合

預金額に異動があったこと（当組合からの利 を除く。）もしくは繰越があったこと。尚、

子の支払に係るものを除きます。） 当該異動事由に該当する預金種別は別紙のと

おりとします。

② 　手形または小切手の提示その他の第三者に

よる支払の請求があったこと（当組合が当該 ② 　お客様からの残高の確認があったこと(Ａ

支払の請求を把握することができる場合に限

ります。）

す。)、店頭にて残高証明書発行依頼のあっ

③ 　お客様から、この預金について次に掲げる たもの)。尚、残高照会に係る異動事由に該

情報の提供の求めがあったこと（この預金が 当する預金種別は別紙のとおりとします。

休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく「公

告」の対象となっている場合に限ります）。 ③ 　お客様からの申し出にもとづく顧客情報の

（a）公告の対象となる預金であるかの該当性 変更があったこと（ただし、店頭にて変更届

（b）お客様が公告前の休眠預金等活用法にもと の提出があった場合に限ります。)

（b）づく通知を受け取る住所地 尚、当該異動事由に該当する預金種別は別紙

のとおりとします。

④ 　総合口座取引規定にもとづく他の預金につ

いて前各号に掲げるいずれかの事由が生じた

こと(ただし、平成31年3月10日午前7時以降

に異動が発生したものに限ります。)

尚、当該異動事由に該当する預金種別は別紙

のとおりとします。
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10日午前7時以降に照会したものに限りま

異動にあたるお取引一覧表

全金融機関共通の異動事由 当組合が認可を受けている異動事由

ＴＭによる残高照会(ただし、平成31年3月
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